
151,166千円

2,801,130千円

（単位：千円）

うち社会保障財源分

　　障がい者福祉事業

　　　　（障がい者医療費給付　ほか）

　　高齢者福祉事業

　　　　（老人保護措置費　ほか）

　　児童福祉事業

　　　　（保育所運営、地域放課後児童対策事業　ほか）

　　母子福祉事業

　　　　（ひとり親家庭等医療給付　ほか）

　　国民健康保険事業

　　後期高齢者医療事業

　　介護保険事業

　　医療事業

　　　　（乳幼児等医療給付、病院事業補助　ほか）

　　疾病予防対策事業

　　　　（定期予防接種　ほか）

　　健康増進対策事業

　　　　（がん検診、妊婦健康診査　ほか）

2,801,130 2,242,234 151,166合　　　計

平成２９年度地方消費税交付金（社会保障財源分）の使途状況について

　平成２６年４月１日から施行された消費税率の引き上げ（５％→８％）に伴う地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、

社会保障施策に要する経費（社会福祉・社会保険・保健衛生に関する施策）に充てるものとされています。

　平成２９年度芽室町一般会計における社会保障施策経費への充当状況は、次のとおりです。

　　【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源分）

　　【歳出】社会保障施策（地方単独事業）に要する経費

社　会　保　険 503,246 503,246 33,928

保　健　衛　生 1,002,834 990,798 66,797

一　般　財　源

社　会　福　祉 1,295,050 748,190 50,441

区　　　分 事　　　業　　　名 事　　　業　　　費


